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第三者割当による優先株式の発行、「その他資本剰余金」増加（株式発行と同時 

の資本金の額及び資本準備金の額の減少）及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2009 年 5月 20日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、UDS

コーポレート・メザニン投資事業有限責任組合及び UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任

組合（以下「割当先」と総称します。）との間で投資契約を締結すること、割当先に対する第三者割当

の方法による当社 A種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）の発行、並びに当該優先株式の払

込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加額分に係るそれぞれの減少に関す

る決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

また、当社は、本取締役会において、2009 年 6月 26日に開催予定の第 143 期定時株主総会（以下

「本株主総会」といいます。）に、本優先株式の発行等のために必要となる「定款一部変更の件」を付

議することを決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、本優先株式の発行については本株主総会において上記議案の承認が得られることを条件として

おり、資本金及び資本準備金の減少については本優先株式の発行の効力が発生することを条件としてい

ます。 

 

記 

 

優先株式発行の概要 

本優先株式の発行は、既存債務の返済と当社の自己資本の部を増強するために行われます。これによ

り、当社の財務体質は改善されるものと思われます。当該発行総額は、300 億円であり、そのうち約

230 億円が、既存借入金の返済、残りは一般運転資金に充当される予定です。当社は、本優先株式の発

行が、当社の必要とする自己資本を機動的、且つ安定して調達するために最も適切な方法であると考え

ています。発行日は、2009 年 7月 1日であり、2009 年 6月 26日開催予定の本株主総会による定款変更

議案の承認を条件としています。割当先は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行及び三

井住友ファイナンス＆リース株式会社が出資する UDS コーポレート・メザニン投資事業有限責任組合及

び UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合となります（但し、三井住友ファイナンス＆

リース株式会社は UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合にのみ出資しております。）。 
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Ⅰ．第三者割当による優先株式の発行 

 

１．第三者割当による株式発行の目的 

（１）資金調達の主な目的 

2009 年 3月期下半期より世界経済が急激に減速し、これに伴い当社グループの業績も大きく影響

を受けました。グローバルベースでの著しい景気後退により、当社グループのガラス製品市場は悪

化し、ますます厳しい環境における事業運営を余儀なくされております。 

当社グループでは、このような経済情勢の悪化に対応し今後の収益性を改善するための「事業再

構築諸施策」を実施しております（2009 年 1月 29日及び 2009 年 4月 7日発表）。本施策の全般的

な目的は、短期的には事業を維持保全し、また 2011 年 3月期以降に向けての利益成長を再構築す

ることにあります。 

「諸施策」の内容は主に、1．需要の減少に対応するための生産能力と生産量の削減、2．人員の

削減、3．投資額の削減であり、それぞれ順調に進捗しております。 

このような状況の中、本日決議いたしました「本優先株式」の発行は、主に本年度内に期日到来

する借入金を返済し、自己資本を増強し財務基盤を強化することにより、資金調達の柔軟性を維

持・向上させることを目的とするものであり、当社グループにおける事業の安定的且つ長期的な成

長を実現していくために不可欠であると判断いたしました。 

 

（２）本優先株式による資金調達を実施する理由 

昨今の金融市場環境や当社の事業環境を踏まえ、種々の資本増強手段を検討しました結果、以下

の理由を総合的に勘案し、機動的、且つ確実性の高い自己資本増強の実現を可能とする本優先株式

の発行を選択いたしました。当社の有利子負債削減のためにも、本優先株式の発行は有効なものと

考えております。 

① 自己資本の増強、自己資本比率の向上に資すること。 

② 借入金を返済する上で、優先株式による確実な資金調達が有効であること。 

③ 本優先株式は、次に掲げる事項を定めている普通株式の希薄化を抑制した商品設

計を採用した優先株式であり、普通株主への影響を抑制したものであること。 

・割当先との投資契約において、本優先株式の当社普通株式を対価とする取得請求

は、金銭を対価とする取得請求が制限される場合等に限定されていること（普通株

式を対価とする取得請求の制限）。 

・割当先との投資契約において、本優先株式の金銭を対価とする取得請求は、発行後

７年間を経過するまでは、当社が投資契約上の財務制限条項等の一定の義務に違反

しない限り、制限されていること（金銭を対価とする取得請求の制限）。 

・当社は、払込期日以降、当社の判断により所定の手続きを経て、金銭を対価として

当社が機動的に本優先株式を取得できること（金銭による取得条項）。 

・本優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に係る優先株式であり、本優先株

式には原則として株主総会における議決権は付与されないこと。 

・昨今の金融市場等を踏まえ、配当率が普通株式への転換を抑制した優先株式として

妥当な条件であると考えられること。 

 

（３）本優先株式発行による普通株式の希薄化について 

本優先株式の内容として、割当先は当社普通株式を対価として本優先株式の取得を請求すること

ができる旨の規定が設けられており、当該請求に基づき当社普通株式の交付がなされた場合には当
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社普通株式について一定の希薄化が生じることとなります。 

しかしながら、本優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加（希薄化）を極

力抑制するため、以下に掲げる措置を講じております。 

 

(a)当社普通株式を対価とする本優先株式の取得請求の制限 

割当先による取得請求権の行使に関しては、割当先との投資契約において、現金償還（金銭によ

る本優先株式の取得請求）を原則とし、当社普通株式を対価とする取得請求（行使期間は 2009 年

7 月 2 日以降）は、下記のいずれかの事由が発生した場合には、割当先が保有する本優先株式につ

いて行うことができることとされております。但し、割当先との投資契約において、下記（i）号に

定める事由が発生した後に、当社が割当先が保有する本優先株式の全てを金銭を対価として適法に

取得できる分配可能額が確保された場合であって、当社がその旨を割当先が合理的に満足する内容

の資料とともに割当先に対して書面により通知したときには、普通株式を対価とする取得請求がで

きないものとされております。 

(i)投資契約に従って割当先が金銭を対価とする取得請求（具体的には（４）に記載します。）を 

行ったにもかかわらず、請求を行った日における当社の分配可能額を超える請求であったこと 

又はその他の理由により、当社が当該金銭を対価とする取得請求をした本優先株式の一部でも 

取得しない場合  

当該金銭を対価とする取得請求により当社が取得する本優先株式以外の割当先の保有する本

優先株式の全部又は一部 

(ii)本件取得請求可能事由（下記（４）記載の①から⑦までの事由をいいます。）のいずれかの事 

由が発生し、かつ、割当先の保有する本優先株式の合計株数にその時点を取得日として算出さ 

れる発行要項第 14項に定める基準価額を乗じた金額が当社の分配可能額を上回る場合  

割当先の保有する本優先株式の合計数から、普通株式を対価とする取得請求を行う日におけ

る会社法上有効な当社の分配可能額を、当該日を取得日として算出される発行要項第 14項

に定める基準価額で除して算出される株式数（端数切り捨て）を控除した株式数の本優先株

式の全部又は一部。なお、この場合において、各割当先が、普通株式を対価とする取得請求

を行うことができる本優先株式の数は、各割当先が保有する本優先株式の数に基づき比例按

分した株式数又は割当先が別途決定の上当社に書面により通知した株式数とする。 

上記のとおり、当社普通株式が割当先に交付されるのは当社が本優先株式の現金償還（金銭によ

る本優先株式の取得請求）ができない場合に限定されております。 

 

(b)当初交付価額の修正回数の制限と下限の設定 

当社普通株式を対価とする取得請求権に基づき、当社が割当先に交付する当社普通株式の当初交

付価額は 291.7 円、当初交付価額で取得請求権を行使された場合、102,845,389 株（本優先株式発

行前の発行済普通株式数の 15.36％（小数点以下第 3位を四捨五入））の普通株式が交付されます。

当初交付価額は、2010 年 1月 15日以降毎年１月 15日と 7月 15日において時価（交付価額修正日

に先立つ 45取引日目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第

2位までを算出し、その小数第 2位を切り捨てる。）の 90％に修正されますが、修正の下限は、当

初交付価額の 65％（下限取得価額）となっております。下限取得価額で取得請求権が行使された場

合、158,223,675 株（本優先株式発行前の発行済普通株式数の 23.63％（小数点以下第 3位を四捨

五入））の普通株式が交付されます。 

上記のとおり本優先株式は東京証券取引所の定める規則におけるいわゆる「MSCB 等」に該当せ
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ず、交付価額の修正の下限は当初交付価額の 65％とする旨の制限を設けております。 

 

(c)金銭を対価とする取得条項 

当社は、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、その日をもって、割当先の意思にか

かわらず、法令上可能な範囲で、金銭と引き換えに本優先株式の全部又は一部を取得することがで

きる（発行要項 15項）ものとされ、当社はその選択により本優先株式を取得・消却することが可

能となっております。本優先株式の取得価額は発行要項 15項に定めるとおり、(a)払込期日からそ

の 1年後の応当日の前日までの日が金銭を対価とする取得条項に基づく取得日である場合には、発

行要項第 14項に定める基準価額に 1.02 を乗じて算出される額とし、(b)その後の日が金銭を対価

とする取得条項に基づく取得日である場合には、発行要項第 14項に定める基準価額と同額としま

す。 

 

(d)議決権 

本優先株式には法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権は付されておら

ず、本優先株式は、当社普通株式の議決権の希薄化に配慮した設計としております。 

 

（４）金銭を対価とする取得請求権（優先株主が保有するプットオプション）について 

本優先株式に係る金銭を対価とする取得請求は、割当先との投資契約において、下記のいずれか

の事由に該当しない限り、その行使が制限される設計となります。 

① 本優先株式の発行後 7年を経過した場合 

② 当社の義務（下記（５）記載の投資契約における当社の義務。本号において同じ。）

が履行されない場合（但し、重大でない義務違反の場合は除き、情報開示義務違反の

場合には、割当先から当該義務が履行されていない旨の書面による通知を当社が受領

した後 10営業日を経てもなお当該義務が履行されない場合に限る。） 

③ 当社が故意又は過失により、投資契約に定める表明及び保証（有価証券報告書等が適

法に作成されていること、基準日後の偶発債務の不存在、後発事象の不存在、重要な

契約違反の不存在、重要な訴訟等の不存在その他第三者割当による株式の割当ておい

て一般的に行われる表明及び保証）の違反（但し、軽微なものを除く）を行った場合

④ 当社の各四半期会計期間の末日における四半期関連書類（各四半期会計期間の末日に

おける単体の貸借対照表に準じるものその他各四半期会計期間の当社の単体の財務内

容等を記載した当社が作成する資料をいう。以下同じ。）に記載される株主資本合計

額が 2,450 億円を下回った場合（但し、①当社が、当該四半期会計期間の末日から

45日以内に、割当先が合理的に満足する内容の当社の株主資本合計額を増加させる

ための具体的な施策を記載した書面を割当先に対して提出した場合であって、②当該

書面の提出日から 60日以内に、(i)当社の単体の貸借対照表に記載される株主資本合

計額が 2,450 億円以上となったこと、又は(ii)当社の単体の株主資本合計額が 2,450

億円以上となることが確実であることを、当社が割当先が合理的に満足する内容の資

料（上記①の具体的な施策の結果又は進捗状況を記載した資料を含むがこれに限られ

ない。）とともに書面により通知したときには、この限りではない。） 

⑤ 当社の各事業年度末日及び第 2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表に

記載される株主資本合計額が、2009 年 3月期末日における連結貸借対照表に記載さ

れる株主資本合計額の 75％に相当する金額、又は、直前の事業年度末日における連

結貸借対照表に記載される株主資本合計額の 75％に相当する金額のうち、いずれか
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高い方の金額を下回った場合（但し、投資契約に定義するシニアローン契約に基づく

当社の借入が残存するときには、当該シニアローン契約に基づき当社に対する期限の

利益を喪失させる旨の通知がなされるまでの間は、割当先は金銭を対価とする取得請

求を行うことができない） 

⑥ 当社の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益が 2期連続して

損失となった場合（但し、上記⑤の但書と同様の金銭を対価とする取得請求の制限が

ある。） 

⑦ 特定株主グループ（当社の株式等の保有者及びその共同保有者又は当社の株式等の買

付け等を行う者及びその特別関係者をいう。）の特定株主グループ議決権割合が、3

分の 1を超えることとなった場合（但し、特定株主グループが取引所金融商品市場に

おいて行う買付けにより本号に該当することとなった場合は、この限りではない。） 

 

（５）割当先との投資契約における合意について 

当社は、割当先との投資契約において、割当先による取得請求を制限する一方、金銭を対価とす

る取得請求に対応する資金を確保する必要性等から、主に次に掲げる義務を負っております。 

(a) 割当先の金銭を対価とする取得請求に関する当社の義務 

(i)当社は、割当先の金銭を対価とする取得請求に応じることができるよう、適用法令上可能な範

囲（当社普通株式の上場維持がなされなくなることが合理的に懸念される具体的な事象が生

じない範囲に限る。）で、当社の分配可能額を確保するための合理的な努力を行うこと。 

(ii)当社は、割当先の保有する本優先株式の合計株数にその時点を取得日として算出される発行要

項第 14 項に定める基準価額を乗じた金額が、当社の分配可能額を上回ることとなった場合に

は、当該事由が生じた場合に金銭対価取得請求に応じることができるよう、適用法令上可能な

範囲（(i)と同義）で、当社の分配可能額を確保するための合理的な最大限の努力を行うこと。 

(iii)当社は、上記に関して具体的な行為を行おうとする場合、適用法令上可能かつ上場会社とし

て適切と考えられる方策について、予め割当先と協議を行うこと。 

 

(b) 割当先に対する遵守事項等 

 当社は、割当先に対して次に掲げる義務を負っています。 

 (i)割当先に対して情報を提供する義務、当社につき解散の決議がなされるなど当社グループの 

業務遂行、経営状態及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす事由が発生した場合等に割当先に

対して報告すること、その他重要事項を通知すること。 

 (ii)当社グループの主要事業（板ガラスの製造事業）を継続すること並びに割当先の承諾（但し、

当該承諾は不合理に留保されない。）がない限り、NSG Holding(Europe) Limited及び NSG UK 

Enterprises Limitedに対する当社出資比率を維持し当社グループ内以外の組織再編を行わない

こと及び当社は減資・合併・事業譲渡等の組織再編、自己株式の取得（法令等の定めによる

もの等を除く。）及び投資契約で定義されるローン契約の変更を行わないこと。 

 

２．調達する資金の額及び使途 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

発行総額      30,000,000,000 円 

発行諸費用概算額     450,000,000 円 

差引手取概算額   29,550,000,000 円 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

本優先株式の発行により調達する資金は、2010 年 2月までに期日が到来する借入金の返済に約

230 億円を充当します。また、残額は手元資金として確保し、一般運転資金に活用します。 

 

（３）調達する資金の支出予定時期 

本優先株式の発行により調達する資金は、2009 年 7月以降に支出する予定です。 

なお、当社は、本優先株式の上記差引手取概算額を、上記資金使途に充当するまでの間は、 

当社の銀行口座にて管理することといたします。 

 

 

（４）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

本優先株式の発行により、自己資本を増強し財務基盤を強化することで、資金調達の柔軟性の

維持・向上、金融機関との安定的な継続取引、手元資金の拡充を図り、当社事業の安定的且つ長

期的な成長を実現していきます。 

これによりまして、本優先株式の発行がより一層の企業価値向上に寄与するものと考えてお

り、本資金使途は当社にとって合理性があるものと判断しております。 

 

 

３．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結）（単位：百万円） 

決 算 期 2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

売 上 高 681,547 865,587 739,365 

営 業 利 益 23,822 46,462             1,908 

経 常 利 益 8,001 30,437           -12,259 

当 期 純 利 益 12,095 50,416 -28,392 

１株当たり当期純利益（円） 21.85 75.44 -42.49 

１株当たり配当金（円） 6.00 6.00              6.00 

１株当たり純資産（円） 504.55 536.37            369.15 

 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2009 年 5月 20日現在） 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率

発 行 済 株 式 数 669,550,999 株 100％

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
44,472,424 株 6.64％

   ※発行済株式数に対する比率は、小数点以下第 3位を四捨五入し、記載しております。 
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（３）最近の株価の状況 

 ① 最近３年間の状況 

 2007 年 3月期 2008 年 3月期 2009 年 3月期 

始  値 646 円 620 円 445 円

高  値 773 円 718 円 597 円

安  値 501 円 408 円 183 円

終  値 618 円 441 円 242 円

 

② 最近６か月間の状況 

 2008 年 

12 月 

2009 年 

1 月 

2009 年 

2 月 

2009 年 

3 月 

2009 年 

4 月 

2009 年 

5 月 

始  値 281 円 299 円 229 円 192 円 246 円 274 円

高  値 333 円 340 円 246 円 282 円 311 円 321 円

安  値 252 円 218 円 192 円 183 円 244 円 272 円

終  値 291 円 224 円 197 円 242 円 277 円 295 円

（注）2009 年 5月については、2009 年 5月 19日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2009 年 5月 19日現在 

始  値 297 円

高  値 303 円

安  値 293 円

終  値 295 円

 

（４）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

払 込 期 日 2009 年 7月 1日 

調達資金の額 29,550,000,000 円（発行価額：1株につき 10,000 円）（差引手取概算額） 

募集時における

発行済株式数 
669,550,999 株 

当該増資による

発 行 株 式 数 
A種優先株式 3,000,000 株 

募集後における

発行済株式総数 

普通株式 669,550,999 株 

A 種優先株式 3,000,000 株 

割 当 先 
UDS コーポレート・メザニン投資事業有限責任組合 

UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合 

 

（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

    該当事項はありません。 
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４．大株主及び持株比率 

（１）普通株式 

募集前（2009 年 3月 31日現在） 募集後 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8.94％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 4G） 7.67％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.47％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 4) 3.21％

トヨタ自動車株式会社 1.44％

住友生命保険相互会社 1.37％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・住友信託

退給口 
1.31％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  505225 1.23％

THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SECS LENDING

OMNIBUSACCOUNT 
1.16％

MELLONBANK, N. A. AS AGENT FOR ITS CLIENT MELLON OMNIBUS US 

PENSION 
1.08％

同左 

 

（２）A種優先株式 

募集前（2009 年 5月 20日現在） 募集後 

UDS コーポレート・メザニン投資事業有限

責任組合 
15.00％

該当なし 
UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業

有限責任組合 
85.00％

 

５．業績への影響の見通し 

本優先株式の発行によりまして、連結及び単体の財務基盤の強化を図ります。 

なお、業績に与える影響は軽微であり、本件による今期の業績予想に変更はありません。 
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６．発行条件等の合理性 

（１）発行価額の算定根拠 

 当社は、本優先株式の優先配当率（9.25%*）、優先株主が負担することとなるクレジット・コス

ト等の諸条件を考慮し、当社の置かれた事業環境及び財務状況並びに本優先株式の流動性等を総

合的に勘案の上、本優先株式の発行条件（割当先との投資契約における条件を含む。）を決定し

ており、本優先株式の発行条件（割当先との投資契約における条件を含む。）は概ね合理的とさ

れるレベルにあり、資金調達の方法として現時点において最良の選択肢と判断しております。本

優先株式の価値の算定につきましては、公正性を期すため、KPMG 税理士法人が一般的な価格算定

モデルである多層構造トリノミアル・ツリー・モデルで作成した価値算定書を取得しておりま

す。 

なお、本優先株式の当初交付価額は 291.7 円（発行決議日前の 5営業日の VWAP の平均値）と

なります。本優先株式の交付価額は、2010 年 1月 15日以降毎年 1月 15日と 7月 15日において

時価（交付価額修正日に先立つ 45取引日目に始まる 30取引日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、

その計算は円位未満小数第 2位までを算出し、その小数第 2位を切り捨てる。）の 90％に修正さ

れますが、修正の下限は、当初交付価額の 65％となっております。 

 

* 優先配当率を含む本優先株式の詳細につきましては、別添の発行要項をご参照下さい。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、当初交付価額で

取得請求権が行使された場合、102,845,389 株（本優先株式発行前の発行済普通株式数の

15.36％（小数点以下第 3位を四捨五入））の普通株式が交付され、下限取得価額（当初交付価

額の 65%）で取得請求権が行使された場合、158,223,675 株（本優先株式発行前の発行済普通株

式数の 23.63％（小数点以下第 3位を四捨五入））の普通株式が交付されます。 

 

上記のとおり、本優先株式の取得請求により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄

化が生じることとなりますが、 

①当社が置かれた事業環境及び財務環境に鑑み、当社が財務基盤を強化することを通じて安 

  定的な経営基盤を確保するために必要不可欠であり、また、本優先株式の発行により、当 

  社の財務体質の改善により、更なる企業価値の向上が可能となると判断できること、及び 

  ②上記１．（３）に記載のとおり、本優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株  

  式の増加（希薄化）を極力抑制するため、当社普通株式が割当先に交付されるのは当社が  

  本優先株式の現金償還（金銭による本優先株式の取得請求）ができない場合に限定される  

  こと、当初交付価額の修正について 6か月に 1回としてまた適切な修正の下限を設定する    

   こと、当社はその分配可能額に応じて本優先株式を当社の選択により取得・消却すること    

   が可能となっており、この場合には当該消却された本優先株式に関して交付されうる当社    

   普通株式が交付されないこと、法令に定めがある場合を除き本優先株式に議決権が付され    

   ていないことの措置が講じられており、当社普通株式の希薄化を一定程度防止することが    

   可能な設計となっていること、 

により、本優先株式の発行は、当社の普通株主の皆様にとっても合理的であると判断しており

ます。 
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７．割当先の選定理由 

（１）割当先の概要                         （2009 年 3月 31日現在） 

  ① 名 称 UDS コーポレート・メザニン投資事業有限責任組合 

  ② 割   当    株   数 450,000 株 

③ 払   込    金   額 4,500,000,000 円 

④ 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合法に基づく組合 

⑤ 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番１号 

⑥ 

業 務 執 行 組 合 員 

（無限責任組合員） 

（General Partner） 

有限会社 DBJ コーポレート・メザニン・パートナーズ 

（東京都千代田区） 

有限会社 DBJ コーポレート・メザニン・パートナーズは、株式 

会社日本政策投資銀行の連結子会社であり、メザニンファンド 

の運営・管理を主な事業として行っております。 

 

株式会社日本政策投資銀行 

（東京都千代田区） 

⑦ 出 資 金 の 総 額 300 億円 

上場会社（役員・

役員関係者・大株

主含む）と割当先

の間の出資の状況 

なし 

資本関係 なし 

取引関係 なし 

有限会社 DBJ

コーポレー

ト・メザニ

ン・パート

ナ ー ズ
人的関係 なし 

資本関係 なし 

取引関係 銀行取引 

⑧ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

上場会社と業務執

行組合員の関係 

株式会社日本

政策投資銀行

人的関係 なし 

 

① 名 称 UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合 

② 割   当    株   数 2,550,000 株 

③ 払   込    金   額 25,500,000,000 円 

④ 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合法に基づく組合 

⑤ 所 在 地 東京都千代田区大手町一丁目９番１号 

⑥ 
業 務 執 行 組 合 員 

（無限責任組合員） 

有限会社 DBJ コーポレート・メザニン・パートナーズ 

（東京都千代田区） 



 

 11

（General Partner） 有限会社 DBJ コーポレート・メザニン・パートナーズは、株式 

会社日本政策投資銀行の連結子会社であり、メザニンファンド 

の運営・管理を主な事業として行っております。 

 

株式会社日本政策投資銀行 

（東京都千代田区） 

⑦ 出 資 金 の 総 額 1,000 億円 

上場会社（役員・

役員関係者・大株

主含む）と割当先

の間の出資の状況 

なし 

資本関係 なし 

取引関係 なし 

有限会社 DBJ

コーポレー

ト・メザニ

ン・パート

ナ ー ズ 人的関係 なし 

資本関係 なし 

取引関係 銀行取引 

⑧ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

上場会社と業務執

行組合員の関係 

株式会社日本

政策投資銀行

人的関係 なし 

 

（２）割当先を選定した理由 

優先株式市場の現状を鑑み、今般の調達予定額を確実に調達するとの観点から、当社グルー

プの経営状況等についてご理解いただいており、当社グループの事業内容及び将来性を高くご

評価いただいている株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友ファイナ

ンス＆リース株式会社が出資する、UDS コーポレート・メザニン投資事業有限責任組合及び UDS

コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合を割当先として選定しました（但し、三井

住友ファイナンス＆リース株式会社は UDS コーポレート・メザニン 3号投資事業有限責任組合

にのみ出資しております。）。 

 

 

（３）割当先の保有方針 

 割当先は、本件を原則として中期投資として取り組む意向です。本優先株式取得後は、実務上

対応可能な限り市場及び当社の財務状態等に配慮して、発行要項等の定めに従い本優先株式の保

有、現金又は当社普通株式を対価とする取得請求、普通株式が交付された場合の交付された普通

株式の売却等に努めるとしております。 

 割当先は、本優先株式の譲渡に関し、譲渡日の 7営業日前までに譲渡の概要（譲渡予定先の氏

名又は名称、譲渡先の業務の概要、譲渡予定株式数等）を当社に対して書面に通知した上で譲渡

を行うことができます（但し、板ガラスの製造を主たる事業とする競合者、又は反社会的勢力に

関係する者に譲渡することはできない。）。また、割当先からは、発行日から 2年以内に本優先株

式又は本優先株式の取得と引換えに交付される当社普通株式の譲渡を行った場合にはその内容を

当社に報告する旨の確約を得る予定です。 
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８．本優先株式発行の日程 

2009 年 5月 20日（水） 本取締役会決議 

2009 年 6月 26日（金） 本株主総会（予定） 

2009 年 7月 1日（水） 申込期日（予定） 

2009 年 7月 1日（水） 払込期日（予定） 
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Ⅱ．「その他資本剰余金」の増加（株式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少） 

 

１．株式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的 

 

  資本金及び資本準備金の減少については本優先株式の発行の効力が発生することを条件として、本

優先株式の発行により調達します資金を分配可能額となります「その他資本剰余金」へと振り替えるこ

とによりまして、より柔軟な資本政策運営を実現します。 

 

２．株式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領 

 

（１）減少すべき資本金の額 

150 億円 

（なお、同時に本優先株式の発行により資本金が 150 億円増額いたしますので、効力発生日後

の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回ることはありません。） 

 

（２）減少すべき資本準備金の額 

150 億円 

（なお、同時に本優先株式の発行により資本準備金が 150 億円増額いたしますので、効力発生

日後の資本準備金の額が効力発生日前の資本準備金の額を下回ることはありません。） 

 

（３）資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法 

会社法第 447 条第 3項及び会社法第 448 条第 3項に基づく株式発行と同時の資本金の額及び資

本準備金の額の減少の手続きによります。 

 

３．株式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程 

2009 年 5月 20日（水） 本取締役会決議 

2009 年 5月 29日（金） 法定公告掲載日（予定） 

2009 年 6月 30日（火） 債権者異議申述最終期日（予定） 

2009 年 7月 1日（水） 効力発生日（予定） 

 

４．今後の見通し 

 

 資本金の額及び資本準備金の額の減少は、純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資

本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、また業績に与える影響もあ

りません。本振替処理は本優先株式発行により払い込まれた資金の範囲内で行われることから、減

資及び減準備金の効力発生日前と比べて資本金及び資本準備金は減少しません。 
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Ⅲ．定款の一部変更 

 

１．定款変更の目的 

 

 上記Ⅰ．記載のとおり、本優先株式の発行を可能とするためにＡ種優先株式に関する定款規定を

新設するとともに、また、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する

法律等の一部を改正する法律」（平成 16年法律第 88号）の施行に伴い、株券、実質株主及び実質

株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正及び追加等、所要の変更を行うため、

本株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを本取締役会において決定いたしました。 

 

２．定款変更の内容 

  

定款変更の内容は別添 2のとおりです。 

 

３．定款変更の日程 

  

2009 年 5月 20日（水） 本取締役会決議 

   2009 年 6月 26日（金） 本株主総会（予定） 

定款変更の効力発生日（予定） 

 

 

以 上 
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（別添 1） 

A種優先株式の発行要項 
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（別添 2） 

定款の一部変更案 


